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(57)【要約】
　様々な実施例は近接性センサ装置に関する。光源は、
複数の光ファイバを介して伝えられる光を放出して良い
。各光ファイバは光源端部と放出端部を有する。前記複
数の光ファイバは、前記放出端部から外へ前記光を放出
して良い。前記複数の光ファイバは、前記放出端部がグ
リッドを構成するように配置される。複数の光電センサ
が、対象物で反射された放出光を検出するように動作し
うる。前記複数の光電センサの各々は、前記放出端部に
て前記複数の光ファイバの各々と実質的に一緒に設けら
れる。処理部が、前記複数の光電センサとやり取り可能
なように結合し、かつ、前記複数の光電センサから信号
を受けて良い。前記信号は、前記の検出された放出光を
表して良い。前記信号は、前記複数の光電センサから前
記放出光を反射させた対象物との間の距離を決定するよ
うに処理されて良い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接センサ装置であって：
　各々が開口端部を有し、光を通すように動作可能で、かつ、前記開口端部がグリッドを
構成するように配置される、複数の光ファイバ；
　対応する光ファイバとやり取りするように結合して、対応する光ファイバの開口端部を
介して光を放出するように動作可能な複数の光源；及び、
　対応する光ファイバとやり取りするように結合して、対象物で反射されて前記複数の光
ファイバのうちの1つ以上の開口端部へ向かう放出光を検出するように動作可能な複数の
光電センサ；
　を有する近接センサ装置。
【請求項２】
　前記複数の光電センサとやり取り可能なように結合する処理部をさらに有する請求項1
に記載の近接センサ装置であって、
　前記処理部は：
　　前記の反射された放出光のうち検出されたものを表す信号を前記複数の光電センサか
ら受け；かつ、
　　前記信号を処理して前記複数の光電センサから放出光を反射させた前記対象物との間
の距離を決定する；
　近接センサ装置。
【請求項３】
　前記複数の光源が赤外(IR)光を放出する、請求項1に記載の近接センサ装置。
【請求項４】
　前記赤外(IR)光を特定のパターンに変調させるように動作可能な変調部をさらに有する
、請求項3に記載の近接センサ装置。
【請求項５】
　前記処理部が、前記の検出された放出光を表す信号をフィルタリングして、前記の変調
された特定のパターンと一致しない光を破棄するように動作可能である、請求項4に記載
の近接センサ装置。
【請求項６】
　前記複数の光ファイバの付近に設けられたタッチスクリーンをさらに有する、請求項1
に記載の近接センサ装置。
【請求項７】
　前記処理部が：
　前記信号に基づいて前記対象物の近似的な平面位置を決定し；かつ、
　前記対象物の平面位置及び前記距離に基づいて作用を初期化する；
　ように動作可能である、請求項2に記載の近接センサ装置。
【請求項８】
　複数の光源からの光を対応する複数の光ファイバからなる組を介するように伝える段階
であって、
　　前記複数の光ファイバの各々は光源端部と開口端部を有し、
　　前記複数の光ファイバは、対応する光源と前記光源端部上でやり取り可能なように結
合し、前記開口端部がグリッドを構成するように配置される、
　段階；
　前記光ファイバの開口端部を飛び出すように前記光を放出する段階；
　対象物によって反射されて光ファイバの開口端部を通り抜ける反射光を前記複数の光電
センサによって検出する段階；及び、
　前記信号を処理して前記複数の光ファイバのうちの1つ以上の開口端部から前記放出光
を反射させた前記対象物までの距離を決定する段階；
　を有する方法。
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【請求項９】
　前記複数の光源からの光が赤外(IR)光である、請求項8に記載の近接センサ装置。
【請求項１０】
　前記光を特定のパターンに変調させる段階をさらに有する、請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
　前記の反射された放出光のうち検出されたものを表す信号をフィルタリングして、前記
の変調された特定のパターンと一致しない光を破棄する段階をさらに有する、請求項10に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記信号に基づいて前記対象物の平面位置の近似を決定する段階；及び、
　前記平面位置及び前記距離に基づいて作用を初期化する段階；
　をさらに有する、請求項8に記載の方法。
【請求項１３】
　対象物によって反射された前記の検出された反射光が、前記光を放出した前記光ファイ
バの組とは異なる第2組の光ファイバの開口端部を介して検出される、請求項8に記載の方
法。
【請求項１４】
　近接センサ装置であって：
　各々が開口端部を有し、光を通すように動作可能な第1組の複数の光ファイバであって
、前記第1組の複数の光ファイバの開口端部がグリッドを構成するように配置される、第1
組の複数の光ファイバ；
　各々が開口端部を有し、光を通すように動作可能な第2組の複数の光ファイバであって
、前記第2組の複数の光ファイバの開口端部がグリッドを構成するように配置される、第2
組の複数の光ファイバ；
　前記第2組の複数の光ファイバ内の対応する光ファイバとやり取りするように結合して
、対応する光ファイバの開口端部を介して光を放出するように動作可能な複数の光源；及
び、
　前記第2組の複数の光ファイバ内の対応する光ファイバとやり取りするように結合して
、対象物で反射されて前記複数の光ファイバのうちの1つ以上の開口端部へ向かう放出光
を検出するように動作可能な複数の光電センサ；
　を有する近接センサ装置。
【請求項１５】
　前記複数の光電センサとやり取り可能なように結合する処理部をさらに有する請求項14
に記載の近接センサ装置であって、
　前記処理部は：
　　前記の反射された放出光のうち検出されたものを表す信号を前記複数の光電センサか
ら受け；かつ、
　　前記信号を処理して前記複数の光電センサのうちの1つ以上の開口端部から前記放出
光を反射させた前記対象物までの距離を決定する；
　ように動作可能である、
　近接センサ装置。
【請求項１６】
　前記複数の光源が赤外(IR)光を放出する、請求項14に記載の近接センサ装置。
【請求項１７】
　前記赤外(IR)光を特定のパターンに変調させるように動作可能な変調部をさらに有する
、請求項16に記載の近接センサ装置。
【請求項１８】
　前記処理部が、前記の検出された放出光を表す信号をフィルタリングして、前記の変調
された特定のパターンと一致しない光を破棄するように動作可能である、請求項17に記載
の近接センサ装置。
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【請求項１９】
　前記第1組の複数の光ファイバと前記第2組の複数の光ファイバの付近に設けられたタッ
チスクリーンをさらに有する、請求項15に記載の近接センサ装置。
【請求項２０】
　前記処理部が：
　前記信号に基づいて前記対象物の近似的な平面位置を決定し；かつ、
　前記対象物の平面位置及び前記距離に基づいて作用を初期化する；
　ように動作可能である、請求項16に記載の近接センサ装置。
【請求項２１】
　複数の光ファイバのグリッド付近に設けられて赤外(IR)光を放出するように動作可能な
複数の光源を含むタッチスクリーン；
　各々が開口端部を有し、光を通すように動作可能な複数の光ファイバであって、前記複
数の光ファイバの開口端部がグリッドを構成するように配置される、複数の光ファイバ；
及び、
　対応する光ファイバとやり取りするように結合して、対象物で反射されて前記複数の光
ファイバのうちの1つ以上の開口端部へ向かう放出赤外(IR)光を検出するように動作可能
な複数の光電センサ；
　を有する近接センサ装置。
【請求項２２】
　前記赤外(IR)光を特定のパターンに変調させるように動作可能な変調部をさらに有する
、請求項21に記載の近接センサ装置。
【請求項２３】
　前記複数の光電センサとやり取り可能なように結合する処理部をさらに有する請求項22
に記載の近接センサ装置であって、
　前記処理部は：
　　前記の反射された放出赤外(IR)光のうち検出されたものを表す信号を前記複数の光電
センサから受け；かつ、
　　前記信号を処理して前記複数の光電センサのうちの1つ以上の開口端部から前記放出
赤外(IR)光を反射させた前記対象物までの距離を決定する；
　ように動作可能である、
　近接センサ装置。
【請求項２４】
　前記処理部が、前記の検出された放出赤外(IR)光を表す信号をフィルタリングして、前
記の変調された特定のパターンと一致しない光を破棄するように動作可能である、請求項
23に記載の近接センサ装置。
【請求項２５】
　前記処理部が：
　前記信号に基づいて前記対象物の近似的な平面位置を決定し；かつ、
　前記対象物の平面位置及び前記距離に基づいて作用を初期化する；
　ように動作可能である、請求項23に記載の近接センサ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　様々な実施例は近接性センサ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチスクリーンは、モバイルデバイス、携帯コンピュータデバイス、及び、他のコン
ピュータデバイスは、ユーザー入力データの範囲を広げ、かつ、次世代ユーザーインター
フェースの相互作用を先導してきた。タッチスクリーンによって、ユーザーは、コンピュ
ータデバイス上で実行可能なユーザーインターフェースを介して動作システム及び/又は
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多数のアプリケーションと相互作用することができる。一般的には、タッチスクリーンは
、対象物（たとえば指又はペンスタイラス）がそのタッチスクリーンと接触するときに、
その対象物の(X,Y)位置を検出することができる。よってユーザーインターフェースは、
その情報を利用して、処理部を介して、1つ以上の作用をタッチスクリーンと接触する位
置に基づいて初期化して良い。基本的な例として、ユーザーは、アプリケーションを表す
アイコンを表示するタッチスクリーンの一部と接触して良い。処理部は、タッチスクリー
ンの一部との接触に基づいてアイコンに係るアプリケーションを始動させることができる
。タッチスクリーンは一般的に、2次元の平面感度に限定され、タッチスクリーンの表面
には直接接触しない、すなわち非常に近接する対象物には応答しない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従って上記及び他の問題を解決するために改善された方法が必要となりうる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】携帯電子デバイスに組み込まれた近接センサ装置の一実施例を表している。
【図２】近接センサ装置の構成要素の一実施例を表している。
【図３】携帯電子デバイス(PED)に組み込まれる近接センサ装置の他の実施例を表してい
る。
【図４】近接センサ装置の構成要素の他の実施例を表している。
【図５】近接センサ装置の構成要素の他の実施例を表している。
【図６】携帯電子デバイス(PED)に組み込まれる近接センサ装置の他の実施例を表してい
る。
【図７】近接センサ装置処理部の一実施例を表している。
【図８】近接センサ装置処理部の他の実施例を表している。
【図９】近接センサ装置処理部の他の実施例を表している。
【図１０】論理流れ図の一実施例を表している。
【図１１】コンピュータアーキテクチャの一実施例を表している。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　様々な実施例では、近接センサ装置は、現在のタッチスクリーン装置に係る共通の欠点
を克服することができる。
【０００６】
　一部の実施例では、近接センサ装置は、複数の光ファイバを利用して良い。光ファイバ
は、一端では開いていて光を通すように動作して良い。光ファイバの配置は、複数の光フ
ァイバの開口端部がグリッドを構成するような配置であって良い。複数の発光ダイオード
(LED)が対応する光ファイバとやり取りするように結合して良い。複数のLEDは、対応する
光ファイバを介して開口端部を飛び出すように赤外(IR)光を放出するように動作して良い
。複数の光電センサが、対象物で反射された放出光を検出するように動作しうる。
 
　処理部が複数の光電センサとやり取り可能なように結合して良い。処理部は、複数の光
電センサから信号を受けて良い。信号は、検出された放出光を表して良い。信号は、複数
の光電センサから放出光を反射させた対象物との間の距離を決定するように処理されて良
い。
【０００７】
　偽光検出を防止するため、変調部が、LEDと結合し、かつ、放出光を特定のパターンに
変調させるように動作して良い。処理部は、検出された放出光を表す信号をフィルタリン
グして、変調された特定のパターンと一致しない光を破棄するように動作して良い。
【０００８】
　処理部は、反射された放出光を検出した複数の光学フィルタの開口端部のグリッド位置
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に基づいて対象物－たとえば直交座標形に従った対象物の直交座標(X,Y)－の平面位置を
決定するように動作して良い。この情報を利用することによって、処理部は、直交座標(X
,Y)及び複数の光ファイバの開口端部から放出光を反射させた対象物までの距離に基づい
て、作用を初期化するように動作して良い。
【０００９】
　一部の実施例では、LED光を放出するのに用いられる複数の光ファイバは、反射光を検
出するのに用いられる光ファイバと同一であって良い。あるいはその代わりに、別個の組
を構成する複数の光ファイバが、反射光を検出するのに用いられて良い。それに加えて、
放出光は、別個に動作する1つ以上のLEDから放出されて良い。
【００１０】
　ここで図面を参照する。図中、同様の参照番号は同様の素子を指称するのに用いられる
。以降の説明では、説明目的で、完全に理解できるように多数の具体的な詳細が説明され
る。しかし新規の実施例が、これらの具体的な詳細なしでも実施可能であることは明らか
である。他の場合では、周知構造及び装置が、その説明を用容易にするためにブロック図
の形式で示されている。その意図は、請求項に記載された対象の技術的範囲内に属するす
べての修正型、均等型、及び代替型を網羅するためである。
【００１１】
　図1は、携帯電子デバイス(PED)100に組み込まれる近接センサ装置105の一実施例を表し
ている。PED100はスマートホン、ハンドヘルドタブレットコンピュータ等であって良い。
PED100はまた、物理的なユーザー入力を受け取って処理するように動作しうるタッチスク
リーン部110をも有して良い。近接センサ装置は複数の光ファイバ120を有して良い。複数
の光ファイバ120の各々は開口端部125で終端する。「開口端部」という語句は、光ファイ
バを横切って環境へ入射するように光を指向的に放出し、かつ/又は、開口部を介して光
ファイバの長さに沿って戻るように伝わる反射光を受光しうる光ファイバの端部を指称す
る。複数の光ファイバ120の開口端部125は、タッチスクリーン110の表面を覆うグリッド
を構成するように配置されて良い。複数の光ファイバの各々はまた、センサ装置130が存
在しうる他の端部で終端しても良い。
【００１２】
　一の実施例では、複数の光ファイバ120は、ユーザーによって視認されないように、す
なわち、その複数の光ファイバ120のアレイ付近に設けられ得るディスプレイユニット上
のグラフィックを妨害しないように透明であって良い。実施例はこの状況に限定されない
。
【００１３】
　図2は、近接センサ装置の構成要素の一実施例２00を表している。センサ装置130は、光
ファイバ120の一端に設けられて良い。この実施例では、センサ装置130は、1つ以上の光
源132及び1つ以上の光電センサ134を有する。（複数の）光源132はたとえば、赤外(IR)光
を放出するように動作しうる発光ダイオード(LED)であって良い。動作中、（複数の）光
源132は、光ファイバ120を介して端部125から飛び出すようにIR光210を放出して良い。放
出されたIR光は、矢印で示されたように環境へ向かうように通過して良い。たとえば指の
ような対象物150が存在する場合、対象物150は放出されたIR光210を反射して良い。反射
光220は、光ファイバ120の開口端部125へ向かう戻り路を追随し、かつ、センサ装置130に
衝突するまで光ファイバ120を横切って良い。続いてセンサ装置130上の光電センサ134が
反射光220を検出して良い。実施例はこの状況に限定されない。
【００１４】
　図3は、携帯電子デバイス(PED)300に組み込まれる近接センサ装置305の他の実施例を表
している。PED300はスマートホン、ハンドヘルドタブレットコンピュータ等であって良い
。PED300はまた、物理的なユーザー入力を受け取って処理するように動作しうるタッチス
クリーン部110をも有して良い。この実施例では、2組の複数の光ファイバが存在して良い
。第1組の複数の光ファイバ310は光を放出するように動作可能である一方で、第2組の複
数の光ファイバ330は光を検出するように動作可能である。複数の光ファイバ310,330のい
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ずれも開口端部315,335をそれぞれ有し、かつ、タッチスクリーン110の表面を覆うグリッ
ドを構成するように配置されて良い。第1組の複数の光ファイバ310の各々は、光源320が
存在しうる他の端部で終端して良い。第2組の複数の光ファイバ330の各々は、光源340が
存在しうる他の端部で終端して良い。
【００１５】
　一の実施例では、複数の光ファイバ310,330は、ユーザーによって視認されないように
、すなわち、その複数の光ファイバ310,330のアレイ付近に設けられ得るディスプレイユ
ニット上のグラフィックを妨害しないように透明であって良い。実施例はこの状況に限定
されない。
【００１６】
　図4は、近接センサ装置の構成要素の他の実施例400を表している。この実施例では、第
1組からの光ファイバ310が表されている。光源320が光ファイバ310の一の端部に設けられ
て良い。この実施例では、光源320は1つ以上の素子322を有して良い。素子322はたとえば
、赤外(IR)光を放出するように動作しうる発光ダイオード(LED)であって良い。動作中、
素子322は、光ファイバ310を介して端部315から飛び出すようにIR光210を放出して良い。
放出されたIR光は、矢印で示されたように環境へ向かうように通過して良い。たとえば指
のような対象物150が存在する場合、対象物150は放出されたIR光210を反射して良い。実
施例はこの状況に限定されない。
【００１７】
　図5は、近接センサ装置の構成要素の他の実施例400を表している。この実施例では、第
2組からの光ファイバ330が表されている。センサ装置340が光ファイバ330の一の端部に設
けられて良い。この実施例では、センサ装置340は1つ以上の光電センサ342を有して良い
。反射光220は、光ファイバ330の開口端部335へ入り込む戻り路を追随して良い。その後
反射光220は、センサ装置340の光電センサ342に衝突するまで光ファイバ330を横切って良
い。続いてセンサ装置340の光電センサ342は反射光220を検出して良い。実施例はこの状
況に限定されない。
【００１８】
　図6は、携帯電子デバイス(PED)600に組み込まれる近接センサ装置605の他の実施例を表
している。PED600はスマートホン、ハンドヘルドタブレットコンピュータ等であって良い
。PED600はまた、物理的なユーザー入力を受け取って処理するように動作しうるタッチス
クリーン部110をも有して良い。この実施例では、1つ以上の光源が、PED600のタッチスク
リーン部110の画素610と統合されて良く、かつ、光を放出するように動作して良い。この
実施例では、（複数の）光源が1つ以上の素子612を有して良い。素子612はたとえば、赤
外(IR)光を放出するように動作しうる発光ダイオード(LED)であって良い。動作中、LED素
子612は、タッチスクリーン110内部に配置されて良く、かつ、タッチスクリーン110内の
各画素610からIR光を放出して良い。各画素610中の他のLED素子は、赤色光、緑色光、及
び青色光を放出して良い。たとえば指のような対象物が存在する場合、対象物は放出され
たIR光を反射して良い。図6に表された画素610は、構造を良好に表すため、必ずしも正し
い縮尺ではない。実施例はこの状況に限定されない。
【００１９】
　複数の光ファイバ620の組は、光を検出するように動作して良い。複数の光ファイバの
各々は開口端部625で終端して良い。複数の光ファイバ620の開口端部625は、タッチスク
リーン110の表面を覆うグリッドを構成するように配置されて良い。複数の光ファイバの
各々はまた、センサ装置630が存在しうる他の端部で終端して良い。この実施例では、セ
ンサ装置630は、図5に図示された光電センサと同様の光電センサを1つ以上有して良い。
反射光は、光ファイバ620の開口端部625へ向かう戻り路に追随して良い。その後反射光は
、センサ装置630の光電センサに衝突するまで光ファイバ620を横切って良い。続いてセン
サ装置630の光電センサは、図5を参照しながら説明した方法と同様にして反射光を検出し
て良い。
【００２０】
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　一の実施例では、複数の光ファイバ620は、ユーザーによって視認されないように、す
なわち、その複数の光ファイバ120のアレイ付近に設けられ得るディスプレイユニット上
のグラフィックを妨害しないように透明であって良い。実施例はこの状況に限定されない
。
【００２１】
　図7は、近接センサ装置処理部の一実施例700を表している。図1からのセンサ装置130が
、図示され、かつ、変調部710及び処理部720とやり取り可能なように結合して良い。この
実施例では、センサ装置130は、図1,2で図示及び説明されたように光源132と光電センサ1
34の両方を有する。変調部710は、光源132から放出される光を特定のパターンに変調させ
るように動作して良い。その変調は、パターンを構成する特定の順序で毎秒数千回光源13
2をオンオフすることによって実現されて良い。実施例はこの状況に限定されない。
【００２２】
　処理部720は、検出された反射光を表す信号をフィルタリングするように動作しうるフ
ィルタリング部725を有して良い。検出された反射光を表す信号は、図1からわかるように
タッチスクリーンの表面上方の対象物を表し、かつ、センサ装置130の光電センサ134から
受信されて良い。光が光源132から放出されたとき、これらの信号は、変調部710によって
実装された変調パターンに従ってフィルタリングされて良い。光を既知のパターンで放出
することによって、検出される反射光は、その反射光内にノイズを生成する恐れのある環
境の干渉を除去するようにフィルタリングされうる。よって光源132によって放出される
光のみが、検出され、かつ、処理部720によって処理されうる。実施例はこの状況に限定
されない。
【００２３】
　処理部720は、検出された反射放出光を伝えた複数の光ファイバの開口端部のグリッド
位置に基づいてタッチスクリーンに対する対象物の座標(X,Y)を決定するように動作して
良い。処理部720はさらに、複数の光学フィルタの開口端部からの対象物の距離を決定す
るように動作して良い。距離は、検出された反射光に固有な因子に基づいて計算されて良
い。そのような一の因子は反射光強度であって良い。強度の大きな反射光は、対象物が、
光を弱い強度で反射する対象物よりもタッチスクリーンに対して近いことを示唆する。
【００２４】
　他の因子は検出された反射光の分散である。より多くの光電センサが対象物からの反射
光を検出するとき、光の分散は大きくなる。より少ない光電センサが対象物からの反射光
を検出するとき、光の分散は小さくなる。光の分散は、タッチスクリーンからの対象物の
距離に関連する。対象物がタッチスクリーンに近ければ近いほど、分散はより小さくなる
。その理由は、対象物が、タッチスクリーン上のより限られた表面積に光を反射するから
である。逆に、対象物がタッチスクリーンから遠ければ遠いほど、分散はより大きくなる
。その理由は、対象物が、タッチスクリーン上のより大きな表面積に光を反射するからで
ある。実施例はこの状況に限定されない。
【００２５】
　処理部720は、携帯電子デバイス内の他のアプリケーション及び構成要素730とやり取り
可能なように結合して良い。それにより、対象物の(X,Y)座標及びタッチスクリーンから
放出光を反射した対象物までの距離に基づいて作用又はタスクを初期化することが可能と
なる。実施例はこの状況に限定されない。
【００２６】
　図8は、近接センサ装置処理部の他の実施例800を表している。図3からのセンサ装置340
が、図示され、かつ、処理部720とやり取り可能なように結合して良い。この実施例では
、センサ装置340は、図3,5で図示及び説明されたように光電センサ342を有する。処理部7
20は、フィルタリング部725を有し、かつ、携帯電子デバイス内の他のアプリケーション
及び構成要素730とやり取り可能なように結合して良い。処理部720、フィルタリング部72
5、及び他のアプリケーション及び構成要素730の機能は、先に図7を参照して説明した。
実施例はこの状況に限定されない。
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【００２７】
　図9は、近接センサ装置処理部の他の実施例900を表している。図3からの光源320が、図
示され、かつ、変調部710とやり取り可能なように結合して良い。この実施例では、光源3
20は、図3,4で図示及び説明されたように素子322を有する。変調部710は、素子322から放
出された光を、スペクトラム拡散法によって実行されたパターンと似た特定のパターンに
変調するように動作して良い。実施例はこの状況に限定されない。
【００２８】
　開示されたアーキテクチャの新規な態様を実行する典型的な方法を表す1つ以上のフロ
ーチャートが含まれる。説明を簡単にするためにここではフローチャートの形式で1つ以
上の方法が、一連の作用として示されて記載されているが、その方法は作用の順序に限定
されず、一部の作用は、本実施例によると、本実施例に記載されたものとは異なる順序で
生じても良いし、かつ/又は他の作用と同時に生じても良いことに留意して欲しい。たと
えば当業者は、方法が、代わりに一連の相関する状態又は事象－たとえば状態図－として
表されて良いことを理解する。しかも方法中に示されたすべての作用が新規の実施例に必
要というわけではない。
【００２９】
　図10は、携帯電子デバイスのタッチスクリーンからの対象物の距離が計算可能である論
理流れ図1000の一実施例を表している。論理流れ図1000は、本明細書に記載された1つ以
上の実施例によって実行される動作の一部又は全部を表して良い。
【００３０】
　近接センサ装置は、光源から複数の光ファイバを介して各光ファイバの開口端部を飛び
出すように光が伝えら得る方法を実施して良い。複数の光ファイバは、対応する光源の他
の端部とやり取り可能なように結合して良い。複数の光ファイバの配置は、開口端部が、
携帯電子デバイスのタッチスクリーン表面を覆うグリッドを構成するような配置であって
良い。近接センサ装置は、光ファイバの開口端部のグリッド上方の短い距離に位置しうる
対象物によって後方に反射された放出光を検出する複数の光電センサを実装して良い。一
の実施例では、光電センサは、光ファイバの各々の内部で光源と実質的に同じ位置に設け
られて良い。他の実施例では、光電センサは、光を放出する光ファイバの組に似たグリッ
ドを構成するように配置されうる第2組の光ファイバ内に設けられて良い。
【００３１】
　近接センサ装置は、複数の光電センサから信号を受ける処理部を実装して良い。前記複
数の光電センサにおいては、信号は、反射されて戻る検出された放出光を表して良い。処
理部は、対象物がグリッド上方でありうるの距離を信号に基づいて決定して良い。近接セ
ンサ装置は、不可視周波数範囲－特に赤外(IR)範囲－の光を放出して良い。近接センサ装
置は、光源から放出される光を特定のパターンに変調して良い。変調は、固有の光信号を
生成するように実行されて良い。それにより光源からの反射光が装置によってフィルタリ
ングされることで、前記光信号が、他の周辺光すなわち環境光から区別されうる。
【００３２】
　図10に表された実施例では、近接センサ装置は、ブロック1010で、光源からの赤外(IR)
光を特定のパターンに変調して良い。たとえば光源と結合する変調部は、放出光に固有の
識別特性を与えるため、光を生成して、その光を特定のパターンに変調して良い。変調は
、たとえばスペクトラム拡散法と同様の方法であって良い。実施例はこの状況に限定され
ない。
【００３３】
　論理流れ図1000は、ブロック1020で、複数の光ファイバからなるグリッド内の各光ファ
イバから光を放出して良い。たとえば光源は、複数の光ファイバを介してその複数の光フ
ァイバの各々の開口端部を飛び出してすぐ近くの環境へ向かうように伝えられ得るIR光を
変調して良い。光ファイバの開口端部は、たとえばタッチスクリーン装置を覆う(X,Y)グ
リッド内で配置されて良い。実施例はこの状況に限定されない。
【００３４】
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　論理流れ図1000は、ブロック1030で、既知の位置にある光ファイバに対応する光電セン
サ内において変調されたパターンで反射された光を検出して良い。たとえば一の実施例で
は、光ファイバの対応するグリッドの各々は光電センサを有して良い。他の実施例では、
光電センサは、組み込まれたセンサ装置上の光源と実質的に同じ位置に設けられ、かつ、
変調されたIR光を放出するのに用いられる同一の光ファイバを利用して良い。光電センサ
は、1つ以上の光ファイバ端部の上方に設けられた対象物で反射された光を検出して良い
。
【００３５】
　光源と光電センサが同一の光ファイバ内部において同じ位置に設けられている実施例で
は、反射光が、開口部へ再入射し、かつ、光電センサに衝突するまで光ファイバの長さを
横切って良い。光源と光電センサとが別個の光ファイバ内に存在する実施例では、反射光
は、（複数の）非発光光ファイバの（複数の）開口端部へ入射し、かつ、光電センサに衝
突するまで（複数の）光ファイバの長さを横切って良い。光電センサは、検出光を表す信
号を処理部へ送って良い。実施例はこの状況に限定されない。
【００３６】
　論理流れ図1000は、ブロック1040で、変調されたパターンに従った反射光のうち検出さ
れたものをフィルタリングして良い。たとえば処理部の制御下にあるフィルタリング部は
、変調部によって印加された変調パターンに従った検出光を表す信号をフィルタリングし
て良い。変調法は、固有の識別特性を放出光に与える。近接センサ装置は、本来光ファイ
バによって放出された光であって光電センサによって検出されたもののみを関心対象とす
ることができる。他の検出光－たとえば周辺光又は日光－は対象物の距離の計算には関係
し得ない。なぜならそのような（複数の）他の光源は、未知であり、かつ、距離の計算に
は考慮されないからである。実施例はこの状況に限定されない。
【００３７】
　論理流れ図1000は、ブロック1050で、反射光を検出した光ファイバの（複数の）開口端
部の既知の位置に基づいて、光を反射する対象物－たとえば指又はスタイラス－の近似的
な平面位置（たとえば(X,Y)座標）を決定して良い。たとえば検出光を表す信号は、光フ
ァイバの開口端部によって構成されるグリッド内部の小数の光電センサの組に属しうる。
光電センサに係る光ファイバの各開口端部の平面座標（たとえば(X,Y)座標）がわかるよ
うに、グリッドは設けられて良い。変調された放出光を反射させる対象物の近似的な平面
位置の決定には、どの光電センサが検出光を表す信号を与えたのかを知ることが必要にな
ると考えられる。実施例はこの状況に限定されない。
【００３８】
　論理流れ図1000は、ブロック1060で、反射光を検出した光電センサに対応する（複数の
）光ファイバの（複数の）開口端部からの対象物の距離を計算して良い。距離は、検出さ
れた反射光に固有な因子に基づいて計算されて良い。一のそのような因子は反射光の強度
であって良い。より高強度の反射光は、対象物が、より弱い強度で光を反射する対象物よ
りも、タッチスクリーンに対して近くに位置することを示唆している。
【００３９】
　他の因子は、検出された反射光の分散であって良い。多くの光電センサが対象物からの
反射光を検出するとき、光の分散は大きくなる。少ない光電センサが対象物からの反射光
を検出するとき、光の分散は小さくなる。光の分散は、タッチスクリーンからの対象物の
距離に関連する。対象物がタッチスクリーンに近ければ近いほど、分散はより小さくなる
。その理由は、対象物が、タッチスクリーン上のより限られた表面積に光を反射するから
である。逆に、対象物がタッチスクリーンから遠ければ遠いほど、分散はより大きくなる
。その理由は、対象物が、タッチスクリーン上のより大きな表面積に光を反射するからで
ある。実施例はこの状況に限定されない。
【００４０】
　論理流れ図1000は、ブロック1070で、対象物の近似的な平面位置（たとえばX,Y座標）
及び光ファイバの開口端部のグリッドに対する対象物の距離に基づいて応答を初期化して
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良い。たとえば近接センサ装置は、携帯電子デバイス(PED)－たとえばスマートホン－内
に実装されて良い。スマートホンには、ユーザーの作用を検出及び解釈するように動作可
能なタッチスクリーンが備えられて良い。近接センサ装置は、対象物が、スマートホンの
ディスプレイ上に表示されたアイコンに対応する近似的な(X,Y)位置でタッチスクリーン
上方に約3cmであることを決定しうる。この距離は、ユーザーがこのアイコンと相互作用
しようとする意図であると処理部によって解釈されて良い。そのため、処理部は、(X,Y)
位置と対象物からタッチスクリーン110までの減少する距離に基づいて1つ以上の作用を初
期化して良い。
【００４１】
　一の作用はたとえば、隠れたメニューを出現させる物であって良い。前記隠れたメニュ
ーは、アイコンについての1つ以上の選択肢－たとえば開く、削除する、フォルダへ移動
する、又は隠す－を含む。ユーザーはここで、対象物を、上述の隠れたメニューの選択肢
のうちの一に対応する点でタッチスクリーンと接触をさせるように再度導いて良い。実施
例はこの状況に限定されない。
【００４２】
　特にタッチスクリーンの表面までの対象物の距離の変化が長時間にわたって測定できる
ので、他の作用は、距離の第3次元を含むように操作又はユーザーインターフェースの作
用を拡張する物であって良い。
【００４３】
　一例では、対象物の平面座標は、その対象物が、携帯電子デバイスによって現在表示さ
れているグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)の体積制御アイコン又はグラフィ
ックの上方で停止していることを示唆して良い。体積は、対象物のタッチスクリーンまで
の距離に基づいて制御されて良い。対象物がタッチスクリーンへ接近するように移動する
ことで、処理部は、携帯電子デバイスの体積を小さくしうる。他方対象物がタッチスクリ
ーンから遠ざかるように移動することで、処理部は、携帯電子デバイスの体積を大きくし
うる。処理部は、スライドする縮尺を利用して形態電子デバイスの態様を制御する他のGU
Iアイコンの同様な機能を実行するように動作して良い。他の例は、携帯電子デバイスの
表示部のバックライトを暗くしたり明るくして良い。実施例はこの状況に限定されない。
【００４４】
　図11は、前述した様々な実施例を実施するのに適した典型的なコンピュータアーキテク
チャ1100の実施例を表している。本願で用いられているように、「システム」、「デバイ
ス」、及び「部（又は構成要素）」という語句は、コンピュータに関連するものを指称す
ることを意図している。コンピュータに関連するものとは、ハードウエア、ハードウエア
とソフトウエアの組み合わせ、ソフトウエア、又は、実行中のソフトウエアのいずれかで
ある。これらの例は、典型的なコンピュータアーキテクチャ1100によって与えられている
。たとえば構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、ハードディス
クドライブ、（光学記憶媒体及び/又は磁気記憶媒体の）複数の記憶装置、対象物、実行
可能ファイル、実行スレッド、プログラム、及び/又はコンピュータであって良いが、こ
れらに限定されない。例として、サーバ上で動くアプリケーションもサーバも構成要素で
あって良い。1つ以上の構成要素はプロセス及び/又は実行スレッド内に属して良い。構成
要素は、一のコンピュータ上に局在しても良いし、かつ/又は、2つ以上のコンピュータ間
で分配されても良い。さらに構成要素は、様々な通信媒体によってやり取り可能なように
互いに結合することで、動作を調整して良い。調整は、一方向又は二方向の情報の交換を
含んで良い。たとえば構成要素は、通信媒体にわたってやり取りされる信号である情報を
やりとりして良い。情報はたとえば、様々な信号線に割り当てられる信号として実装され
て良い。係る割り当てでは、各メッセージは信号である。しかしその代わりに、他の実施
例は、データメッセージを利用して良い。係るデータメッセージは、様々な接続を介して
送られて良い。典型的な接続は、パラレルインターフェース、シリアルインターフェース
、及びバスインターフェースを含む。
【００４５】
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　一の実施例では、コンピュータアーキテクチャ1100は、電子デバイスの一部を含んで良
いし、又は、電子デバイスの一部として実施されても良い。電子デバイスの例には、モバ
イルデバイス、携帯情報端末、モバイルコンピューティングデバイス、スマートホン、携
帯電話、ハンドセット、一方向ポケットベル、双方向ポケットベル、メッセージデバイス
、コンピュータ、パーソナルコンピュータ(PC)、デスクトップコンピュータ、ラップトッ
プコンピュータ、ノートブックコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、タブレットコ
ンピュータ、サーバ、サーバアレイ又はサーバファーム、ウエブサーバ、ネットワークサ
ーバ、インターネットサーバ、ワークステーション、ミニコンピュータ、スーパーコンピ
ュータ、ネットワークアプライアンス、ウエブアプライアンス、分散コンピューティング
システム、マイクロプロセッサシステム、プロセッサに基づくシステム、コンシューマ向
け電子機器、プログラマブルコンシューマ向け電子機器、TV、デジタルTV、セットトップ
ボックス、ワイヤレスアクセスポイント、基地局、加入者ステーション、モバイル加入者
ステーション、ラジオネットワーク制御装置、ルータ、ハブ、ゲートウエイ、ブリッジ、
スイッチ、機械、又はこれらの結合が含まれるがこれらに限定されるわけではない。実施
例はこの状況に限定されない。
【００４６】
　コンピュータアーキテクチャ1100は様々なコンピュータ素子を含む。様々なコンピュー
タ素子とはたとえば、1つ以上のプロセッサ、コプロセッサ、メモリユニット、チップセ
ット、コントローラ、周辺機器、インターフェース、オシレータ、タイミングデバイス、
ビデオカード、オーディオカード、マルチメディア入出力(I/O)部等である。しかし実施
例はこの状況に限定されない。
【００４７】
　図11に図示されているように、コンピュータアーキテクチャ1100は、処理ユニット1104
、システムメモリ1106、及びシステムバス1108を有する。処理ユニット1104は様々な市販
のプロセッサであって良い。デュアルマイクロプロセッサ及び他のマルチプロセッサアー
キテクチャもまた、処理ユニット1104として用いられて良い。システムバス1108は、シス
テムメモリ1106を含むがそれに限定されないシステム構成要素のインターフェースを処理
ユニット1104へ供する。システムバス1108は複数の種類のバス構造のいずれであっても良
い。そのような複数の種類のバス構造は、任意の市販されたバス構造を用いることによっ
て、メモリバス（メモリコントローラを備えても備えていなくても良い）、周辺バス、及
びローカルバスとさらに相互接続して良い。
【００４８】
　コンピュータアーキテクチャ1100は、様々な製造物を含んで良いし、又は様々な製造物
を実装しても良い。製造物は、様々な形式のプログラミングロジックを記憶するコンピュ
ータ可読記憶媒体を有して良い。コンピュータ可読記憶媒体は、電子データを記憶可能な
実体を有する媒体を含んで良い。そのような媒体は、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、取
り外し可能なメモリ、取り外し不可能なメモリ、消去可能若しくは消去不可能なメモリ、
書き込み可能若しくは再書き込み可能なメモリ等を含んで良い。プログラミングロジック
の例は、任意の適切なコードを用いて実装される実行可能なコンピュータプログラム命令
を含んで良い。任意の適切なコードとはたとえば、ソースコード、コンパイルされたコー
ド、解釈されたコード、実行可能コード、スタティックコード、ダイナミックコード、オ
ブジェクト指向コード、ビジュアルコード等であって良い。
【００４９】
　システムメモリ1106は、様々な種類のコンピュータ可読記憶媒体を高速メモリユニット
として有して良い。そのような高速メモリユニットとはたとえば、読み取り専用メモリ（
ROM）、ランダムアクセスメモリ（RAM）、ダイナミックRAM（DRAM）、ダブルデータレー
トDRAM（DDR-DRAM）、シンクロナスDRAM（SDRAM）、スタティックRAM（SRAM）、プログラ
ム可能ROM（PROM）、消去可能プログラム可能ROM（EPROM）、電気的消去可能プログラム
可能ROM（EEPROM）、フラッシュメモリ、たとえば強誘電性ポリマーメモリのようなポリ
マーメモリ、オーボニックメモリ、位相変化メモリ、強誘電体メモリ、SONOS（シリコン
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－酸化物－窒化物－酸化物－シリコン）メモリ、磁気若しくは光学カード、又は情報を記
憶するのに適した任意の他の種類の媒体であって良い。図6に図示された実施例では、シ
ステムメモリ1106は不揮発性メモリ1110及び/又は揮発性メモリ1112を有して良い。基本
入出力システム(BIOS)が、不揮発性メモリ1110内に記憶されても良い。
【００５０】
　コンピュータ1102は、さまざまな形態のコンピュータ可読記憶媒体を１つ以上の低速メ
モリユニットとして含んで良い。そのようなさまざまな形態のコンピュータ可読記憶媒体
には、内蔵ハードディスクドライブ(HDD)1114、取り外し可能な磁気ディスク1118に対し
て読み書き可能な磁気フロッピー（登録商標）ディスクドライブ(FDD)1116、及び、取り
外し可能な光ディスク1122（例えばCD-ROMまたはDVD）に対して読み書き可能な光ディス
クドライブ1120を含んで良い。HDD1114、FDD1116、及び光ディスクドライブ1120は、HDD
インターフェース1124、FDDインターフェース1126、及び光ドライブインターフェース112
8によってそれぞれシステムバス1108に接続されてよい。外部ドライブ実装用のHDDインタ
ーフェース1124は、ユニバーサルシリアルバス(USB)及びIEEE1394インターフェース技術
の少なくとも１つまたは両方を含むことができる。
【００５１】
　ドライブ及び関連するコンピュータ可読メディアは、データ、データ構造、コンピュー
タ実行可能命令等の揮発性及び／又は不揮発性の記憶を提供する。例えば、複数のプログ
ラムモジュールをドライブ及びメモリユニット1110,1112に記憶することができる（動作
システム1130、１つ以上のアプリケーションプログラム1132、その他のプログラムモジュ
ール1134、及びプログラムデータ1136）。
【００５２】
　ユーザは、１以上の無線／有線入力デバイス（例えばキーボード1138及びポインティン
グデバイス（たとえばマウス1140））を介してコンピュータ1102にコマンド及び情報を入
力することができる。他の入力デバイスとしては、マイク、赤外線(IR)遠隔制御器、ジョ
イスティック、ゲームパッド、スタイラスペン、タッチスクリーン等が含まれる。これら
及びその他の入力デバイスは、通常、処理ユニット1104へと、システムバス1108に連結さ
れている入力デバイスインターフェース1142を介して接続されるが、パラレルポート、IE
EE1394シリアルポート、ゲームポート、USBポート、IRインターフェース等の他のインタ
ーフェースにより接続することもできる。
【００５３】
　モニタ1144その他の種類の表示デバイスもシステムバス1108に、インターフェース（例
えばビデオアダプタ1146）経由で接続される。モニタ1144に加えて、コンピュータは通常
、スピーカ、プリンタといった他の周辺出力デバイスも含む。
【００５４】
　コンピュータ1102は、遠隔コンピュータ1148等の１つ以上の遠隔コンピュータ有線及び
／または無線通信を介して論理接続されたネットワーク環境で動作してよい。遠隔コンピ
ュータ1148は、ワークステーション、サーバコンピュータ、ルータ、パソコン、可搬型コ
ンピュータ、マイクロプロセッサベースの娯楽機器、ピアデバイス、その他の通常のネッ
トワークコードであってよく、通常は、コンピュータ７０２に関して説明した素子の多く
またはすべてを含むが、説明を簡潔にするために、メモリ／記憶デバイス1150しか示して
いない。示されている論理接続には、ローカルエリアネットワーク(LAN)1152、及び／又
はワイドエリアネットワーク(WAN)1154等のより大きなネットワークへの有線／無線接続
が含まれる。これらLAN及びWANネットワーク環境は、オフィス及び会社といった環境では
ごく普通に利用されており、企業規模のコンピュータネットワーク（たとえばイントラネ
ット）の構築を助けており、すべてがインターネット等のグローバルな通信ネットワーク
に接続可能である。
【００５５】
　LANネットワーク環境で利用される場合には、コンピュータ1102は、有線及び／又は無
線通信ネットワークインターフェースまたはアダプタ1156を介してLAN1152に接続される
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。アダプタ1156は、LAN1152への有線及び／又は無線通信を促し、アダプタ1156の無線機
能での通信用に無線アクセスポイントを搭載していてもよい。
【００５６】
　WANネットワーク環境で利用される場合には、コンピュータ1102は、モデム1158を含ん
だり、WAN1154上の通信サーバに接続されたりしていてよく、または、WAN1154で通信を構
築するための他の手段（たとえばインターネット利用等）を備えていてよい。モデム1158
は、内部にあっても外部にあってもよいし、有線及び／または無線デバイスであってもよ
く、入力デバイスインターフェース1142を介してシステムバス1108に接続する。ネットワ
ーク環境では、コンピュータ1102に関するものとして、またはこの一部として記載された
プログラムが、遠隔メモリ／記憶デバイス1150に記憶されていてよい。示されているネッ
トワーク接続はあくまで例であり、コンピュータ間の通信リンクを構築する手段はほかに
もあることに留意して欲しい。
【００５７】
　コンピュータ1102は、IEEE802規格ファミリーを利用して無線デバイスまたは実体と通
信することができてよく、無線デバイスの例には、プリンタ、スキャナ、デスクトップ及
び／または可搬型コンピュータ、PDA、通信衛星、機器または無線検知可能タグ及び電話
に関連づけられる任意の位置（キオスク、ニューススタンド、洗面所など）と無線通信す
るため（IEEE802.11の無線変調技術）動作可能に設けられる無線デバイスが挙げられる。
これには、少なくともWi-Fi（または無線フィデリティ）、WiMax、及び、Bluetooth（登
録商標）無線技術が含まれる。したがって通信は、従来のネットワークまたは少なくとも
２つのデバイス間の暫定的な通信等と同様な、予め定義されている構造であってよい。Ｗ
ｉ－Ｆｉネットワークは、IEEE802.11x（a,b,g,n等）を利用して、セキュアで、信頼性の
ある、高速無線接続を提供する。Ｗｉ－Ｆｉネットワークを利用することで、コンピュー
タ間を互いに、またはインターネットに、または有線ネットワークに接続することができ
る（IEEE802.3関連のメディア及び機能が利用される）。
【００５８】
　一部の実施形態では、「１つの実施形態」「一実施形態」といった言い回し、その他こ
れらに類似した言い回しが利用される場合がある。これらの言い回しは、その特定の実施
形態との関連で示されるある特徴、構造、または特性が、すくなくとも１つの実施形態に
含まれていることを示している。「一実施形態」という言い回しが明細書で多用されてい
ても、これらは必ずしも同じ実施形態を示しているわけではない。さらに、一部の実施形
態では、「連結」「接続」及びその派生語が利用される場合がある。これらの用語は、必
ずしも互いの類似語を意図されていない点に留意されたい。たとえば、一部の実施形態で
は、「接続」及び／または「連結」という用語が、２異常のエレメントが互いに物理的ま
たは電気的接触状態にあることを示している。一方で、「連結」という用語は、これに加
えて、２つ以上のエレメントが互いに直接接触はしていなくても、互いと協同、または互
いいに相互作用できるような場合を含む。
【００５９】
　要約書は、技術開示の本質を読み手に簡単に示す意図を有している。請求項の範囲また
は意味の解釈または限定に利用はされないという理解のもとで提出されている点に留意さ
れたい。加えて、前述の詳細な記載では、さまざまな特徴を１つの実施形態にまとめて、
開示をわかりやすくしている場合がある。しかし、この開示記載方法を、請求する実施形
態で、各請求項に明示されている特徴以上の特徴が必要である、と認めたこととして捉え
ないよう注意されたい。以下の請求項に示すように、発明の主題は、１つの実施形態にお
ける特徴全部より少ない数の特徴に存在する。したがって、以下の請求項は、各請求項が
独立した実施形態として、詳細な記載に組み込まれる点に注意されたい。添付請求項では
、「含む」「で（in　which）」といった普通の英語の代わりに、「備える」「において
（wherein）」といった用語が利用されている場合がある。さらに、「第１」「第２」「
第３」等の言い回しは、単に命名上の表現であり、付された対象物に数値的な要件を課す
ものではない。
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【００６０】
　上述したことには、開示されるアーキテクチャの例が含まれる。もちろん、コンポーネ
ント及び方法の少なくともいずれかの想到可能な組み合わせをすべて網羅するよう記載す
ることは不可能であるが、当業者であれば、数多くの他の組み合わせ及び代替例が可能で
あることを理解するだろう。したがって、新規なアーキテクチャは、これらすべての代替
例、変形例、及び変更例を添付請求項の範囲内に含むことが意図されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月28日(2014.3.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が開口端部を有し、光を通すように動作可能で、かつ、前記開口端部がグリッドを
構成するように配置される、複数の光ファイバ；
　対応する光ファイバとやり取りするように結合して、対応する光ファイバの開口端部を
介して光を放出するように動作可能な複数の光源；及び、
　対応する光ファイバとやり取りするように結合して、対象物で反射されて前記複数の光
ファイバのうちの1つ以上の開口端部へ向かう放出光を検出するように動作可能な複数の
光電センサ；
　を有する装置。
【請求項２】
　前記複数の光電センサとやり取り可能なように結合する処理部をさらに有する請求項1
に記載の装置であって、
　前記処理部は：
　　前記の反射された放出光のうち検出されたものを表す信号を前記複数の光電センサか
ら受け；かつ、
　　前記信号を処理して前記複数の光電センサから放出光を反射させた前記対象物との間
の距離を決定する；
　装置。
【請求項３】
　前記複数の光源が赤外(IR)光を放出する、請求項1又は2に記載の近接センサ装置。
【請求項４】
　前記赤外(IR)光を特定のパターンに変調させるように動作可能な変調部をさらに有する
、請求項1乃至3のうちいずれか一項に記載の近接センサ装置。
【請求項５】
　前記処理部が、前記の検出された放出光を表す信号をフィルタリングして、前記の変調
された特定のパターンと一致しない光を破棄するように動作可能である、請求項1乃至4の
うちいずれか一項に記載の近接センサ装置。
【請求項６】
　前記複数の光ファイバの付近に設けられたタッチスクリーンをさらに有する、請求項1
乃至5のうちいずれか一項に記載の近接センサ装置。
【請求項７】
　前記処理部が：
　前記信号に基づいて前記対象物の近似的な平面位置を決定し；かつ、
　前記対象物の平面位置及び前記距離に基づいて作用を初期化する；
　ように動作可能である、請求項1乃至7のうちいずれか一項に記載の近接センサ装置。
【請求項８】
　複数の光源からの光を対応する複数の光ファイバからなる組を介するように伝える段階
であって、
　　前記複数の光ファイバの各々は光源端部と開口端部を有し、
　　前記複数の光ファイバは、対応する光源と前記光源端部上でやり取り可能なように結
合し、前記開口端部がグリッドを構成するように配置される、
　段階；
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　前記光ファイバの開口端部を飛び出すように前記光を放出する段階；
　対象物によって反射されて光ファイバの開口端部を通り抜ける反射光を前記複数の光電
センサによって検出する段階；及び、
　前記信号を処理して前記複数の光ファイバのうちの1つ以上の開口端部から前記放出光
を反射させた前記対象物までの距離を決定する段階；
　を有するコンピュータにより実施可能な方法。
【請求項９】
　前記複数の光源からの光が赤外(IR)光である、請求項8に記載のコンピュータにより実
施可能な方法。
【請求項１０】
　構成の情報が1つ以上のインターフェースを用いることによって取得される、請求項8又
は9に記載のコンピュータにより実施可能な方法。
【請求項１１】
　前記光を特定のパターンに変調させる段階をさらに有する、請求項8乃至10のうちいず
れか一項に記載のコンピュータにより実施可能な方法。
【請求項１２】
　前記の反射された放出光のうち検出されたものを表す信号をフィルタリングして、前記
の変調された特定のパターンと一致しない光を破棄する段階をさらに有する、請求項8乃
至11のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記信号に基づいて前記対象物の平面位置の近似を決定する段階；及び、
　前記平面位置及び前記距離に基づいて作用を初期化する段階；
　をさらに有する、請求項8乃至12のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　対象物によって反射された前記の検出された反射光が、前記光を放出した前記光ファイ
バの組とは異なる第2組の光ファイバの開口端部を介して検出される、請求項8乃至13のう
ちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　請求項8乃至14のうちいずれか一項に記載の方法を実行する手段を有する装置。
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